
香芝市告示第２２号 

 

 香芝市営住宅条例（平成９年条例第１８号）第１４条第２項の規定に基づき、

令和７年度香芝市営住宅の家賃算定に係る公営住宅法施行令（昭和２６年政令

第２４０号）第２条第１項第４号に規定する事業主体が定める数値は、次のと

おりとする。 

 

令和７年１月２９日 

 

香芝市長 三 橋 和 史   

 

 

部屋タイプ 数値 

２ＤＫ一般用 １.０２４３ 

２ＤＫ高齢者用 １.０３０８ 

３ＤＫ一般用 １.０２４１ 

３ＤＫ高齢者用 １.０３０６ 

３ＤＫ身体障害者用 １.０３６９ 

 

 


